
2005年 輸出統計品目表改正 

新 旧 

単位 
 
 

統計品目番号 

 
単位 

 統計品目番号 
 品 名 

Ⅰ Ⅱ 
 

品 名 
Ⅰ Ⅱ 

 

90.27 

 

 

 

 

 

 

9027.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

物理分析用又は化学分析用の機器（例えば、偏光計、

屈折計、分光計及びガス又は煙の分析機器）、粘度、

多孔度、膨脹、表面張力その他これらに類する性質

の測定用又は検査用の機器、熱、音又は光の量の測

定用又は検査用の機器（露出計を含む。）及びミクロ

トーム 

（省 略） 

－分光計、分光光度計及び分光写真器（紫外線、可

視光線又は赤外線を使用するものに限る。） 

（削 徐） 

（削 徐） 

（省 略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＮＯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＫＧ 

 

 

 

 

 

90.27 

 

 

 

 

 

 

9027.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

900 

 

 

 

 

 

物理分析用又は化学分析用の機器（例えば、偏光計、

屈折計、分光計及びガス又は煙の分析機器）、粘度、

多孔度、膨脹、表面張力その他これらに類する性質

の測定用又は検査用の機器、熱、音又は光の量の測

定用又は検査用の機器（露出計を含む。）及びミク

ロトーム 

（省 略） 

－分光計、分光光度計及び分光写真器（紫外線、可

視光線又は赤外線を使用するものに限る。） 

－－電気式のもの 

－－その他のもの 

（省 略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＮＯ 

ＮＯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＫＧ 

ＫＧ 

 

 

 

 
 



2005年 輸出統計品目表改正 

新 旧 

単位 
 
 

統計品目番号 

 
単位 

 統計品目番号 
 品 名 

Ⅰ Ⅱ 
 

品 名 
Ⅰ Ⅱ 

 

90.29 

 

 

 

9029.10 

 

 

 

 

 

 

 

000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

積算回転計、生産量計、タクシーメーター、走行距

離計、歩数計その他これらに類する物品並びに速度

計及び回転速度計（第90.14項又は第90.15項のも

のを除く。）並びにストロボスコープ 

－積算回転計、生産量計、タクシーメーター、走行

距離計、歩数計その他これらに類する物品 

（削 徐） 

（削 徐） 

（省 略） 

 

 

 

 

 

 

ＮＯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＫＧ 

 

 

 

 

 

90.29 

 

 

 

9029.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

900 

 

 

 

 

 

積算回転計、生産量計、タクシーメーター、走行距

離計、歩数計その他これらに類する物品並びに速度

計及び回転速度計（第 90.14項又は第 90.15項の

ものを除く。）並びにストロボスコープ 

－積算回転計、生産量計、タクシーメーター、走行

距離計、歩数計その他これらに類する物品 

－－電気式のもの 

－－その他のもの 

（省 略） 

 

 

 

 

 

 

 

ＮＯ 

ＮＯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＫＧ 

ＫＧ 

 

 

 

 
 



2005年 輸出統計品目表改正 

新 旧 

単位 
 
 

統計品目番号 

 
単位 

 統計品目番号 
 品 名 

Ⅰ Ⅱ 
 

品 名 
Ⅰ Ⅱ 

 

92.02 

 

 

9202.90 

 

 

 

 

 

 

000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他の弦楽器（例えば、ギター、バイオリン及び

ハープ） 

（省 略） 

－その他のもの 

（削 徐） 

（削 徐） 

 

 

 

 

 

ＮＯ 

 

 

 

 

 

 

ＫＧ 

 

 

 

 

 

92.02 

 

 

9202.90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

900 

 

 

 

 

 

その他の弦楽器（例えば、ギター、バイオリン及び

ハープ） 

（省 略） 

－その他のもの 

－－ギター 

－－その他のもの 

 

 

 

 

 

 

ＮＯ 

ＮＯ 

 

 

 

 

 

 

ＫＧ 

ＫＧ 

 

 

 

 



2005年 輸出統計品目表改正 

新 旧 

単位 
 
 

統計品目番号 

 
単位 

 統計品目番号 
 品 名 

Ⅰ Ⅱ 
 

品 名 
Ⅰ Ⅱ 

 

94.03 

9403.10 

 

 

 

 

000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他の家具及びその部分品 

－事務所において使用する種類の金属製家具 

（削 徐） 

（削 徐） 

（省 略） 

 

 

 

 

 

 

 

ＫＧ 

 

 

 

 

 

94.03 

9403.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

900 

 

 

 

 

 

その他の家具及びその部分品 

－事務所において使用する種類の金属製家具 

－－鉄鋼製のもの 

－－その他の卑金属製のもの 

（省 略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＫＧ 

ＫＧ 

 

 

 

 
 



2005年 輸出統計品目表改正 

新 旧 

単位 
 
 

統計品目番号 

 
単位 

 統計品目番号 
 品 名 

Ⅰ Ⅱ 
 

品 名 
Ⅰ Ⅱ 

 

94.05 

 

 

 

 

 

9405.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ランプその他の照明器具及びその部分品（サーチラ

イト及びスポットライトを含むものとし、他の項に

該当するものを除く。）並びに光源を据え付けたイ

ルミネーションサイン、発光ネームプレートその他

これらに類する物品及びこれらの部分品（他の項に

該当するものを除く。） 

－シャンデリアその他の天井用又は壁掛け用の電

気式照明器具（公共の広場又は街路の照明に使用

する種類のものを除く。） 

（削 徐） 

（削 徐） 

（省 略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＫＧ 

94.05 

 

 

 

 

 

9405.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

900 

 

 

 

 

 

ランプその他の照明器具及びその部分品（サーチラ

イト及びスポットライトを含むものとし、他の項に

該当するものを除く。）並びに光源を据え付けたイ

ルミネーションサイン、発光ネームプレートその他

これらに類する物品及びこれらの部分品（他の項に

該当するものを除く。） 

－シャンデリアその他の天井用又は壁掛け用の電

気式照明器具（公共の広場又は街路の照明に使用

する種類のものを除く。） 

－－卑金属製のもの 

－－その他のもの 

（省 略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＫＧ 

ＫＧ 

 

 

 

 
 



2005年 輸出統計品目表改正 

新 旧 

単位 
 
 

統計品目番号 

 
単位 

 統計品目番号 
 品 名 

Ⅰ Ⅱ 
 

品 名 
Ⅰ Ⅱ 

 

94.06 

9406.00 

 

 

 

 

000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プレハブ建築物 

（削 徐） 

（削 徐） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＫＧ 

94.06 

9406.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

900 

 

 

 

 

 

 

プレハブ建築物 

－鉄鋼製のもの 

－その他のもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＫＧ 

ＫＧ 

 

 

 

 
 



2005年 輸出統計品目表改正 

新 旧 

単位 
 
 

統計品目番号 

 
単位 

 統計品目番号 
 品 名 

Ⅰ Ⅱ 
 

品 名 
Ⅰ Ⅱ 

 

95.03 

 

 

 

9503.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

900 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他のがん具、縮尺模型その他これに類する娯楽

用模型（作動するかしないかを問わない。）及びパ

ズル 

（省 略） 

－その他の組立てセット及び組立てがん具 

（省 略） 

－－その他のもの 

（削 徐） 

（削 徐） 

（省 略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＫＧ 

95.03 

 

 

 

9503.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

910 

990 

 

 

 

 

 

その他のがん具、縮尺模型その他これに類する娯楽

用模型（作動するかしないかを問わない。）及びパ

ズル 

（省 略） 

－その他の組立てセット及び組立てがん具 

（省 略） 

－－その他のもの 

－－－プラスチック製のもの 

－－－その他のもの 

（省 略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＤＺ 

 

 

 

 

 

 

 

ＫＧ 

ＫＧ 

 

 

 

 



2005年 輸出統計品目表改正 

新 旧 

単位 
 
 

統計品目番号 

 
単位 

 統計品目番号 
 品 名 

Ⅰ Ⅱ 
 

品 名 
Ⅰ Ⅱ 

 

96.02 

9602.00 

 

 

 

 

 

000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

植物性又は鉱物性の彫刻用又は細工用の材料（加工

したものに限る。）及び製品（これらの材料から製

造したものに限る。）、成形品、彫刻品及び細工品（ろ

う、ステアリン、天然ガム、天然レジン又はモデリ

ングペーストから製造したものに限る。）、他の項に

該当しないその他の成形品、彫刻品及び細工品並び

に硬化させてないゼラチン（加工したものに限るも

のとし、第 35.03 項のゼラチンを除く。）及び硬化

させてないゼラチンの製品 

（削 徐） 

（削 徐） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＫＧ 

96.02 

9602.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

900 

 

 

 

 

 

 

植物性又は鉱物性の彫刻用又は細工用の材料（加工

したものに限る。）及び製品（これらの材料から製

造したものに限る。）、成形品、彫刻品及び細工品（ろ

う、ステアリン、天然ガム、天然レジン又はモデリ

ングペーストから製造したものに限る。）、他の項に

該当しないその他の成形品、彫刻品及び細工品並び

に硬化させてないゼラチン（加工したものに限るも

のとし、第35.03項のゼラチンを除く。）及び硬化

させてないゼラチンの製品 

－ゼラチンのもの 

－その他のもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＫＧ 

ＫＧ 

 

 

 

 
 


